


 

「子ども・子育て支援金制度」の創設に係る国民健康保険税の改正について 

 

１ 改正の必要性・目的 

 国は、こども未来戦略（令和５年12月22日閣議決定）の「加速化プラン」に盛り込まれた児童

手当の拡充等の施策を着実に実行するため、その財源を確保する新たな仕組み｢子ども・子育て支

援金制度｣を創設した。 

支援金は、少子化対策のための特定財源として、医療保険者から「子ども・子育て支援納付

金」を徴収することとされ、市は県に納付する｢子ども・子育て支援納付金分｣に充てるため､新た

に被保険者から､｢子ども・子育て支援納付金分｣を国民健康保険税として徴収するものである。 

 

２ 改正の考え方 

こども家庭庁の「子ども・子育て支援金」に関する試算では、令和８年度から令和10年度にか

けて一人あたりの支援金額が段階的に増額される予定である。それに伴い、市が県に支払う納付

金も増額が想定され、財源の確保が必要となる。 

令和８年度は、制度導入の初年度であり、被保険者から徴収する「子ども・子育て支援金納付

金分」は、初年度分における必要事項を決定することとし、令和９年度以降分については、「医

療分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」と合わせ、令和８年度に協議する。 

 

３ 制度導入後の賦課方式等 

国民健康保険税の算出方法は、所得割、均等割、平等割により、「医療分」「後期高齢者支援

金分」「介護納付金分」「子ども・子育て支援納付金分」のそれぞれ合算した額となる。 

「子ども・子育て支援納付金分」の賦課方式は、県の方針案に準じ、所得割と均等割の２方式

とし、賦課限度額については、国保法施行令の公布により３万円とされた。 

 

＜現行＞  ３・３・２方式          ＜令和８年度＞ ３・３・２・２ 方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別 紙  

 

４ 令和８年度の本市が静岡県に支払う子ども・子育て支援納付金（本算定）速報値 

  令和８年1月21日に静岡県から、「子ども・子育て支援納付金（本算定）」の速報値が示さ

れ、仮算4,831万円余から417万円増の5,248万円が本市の納付額となった。 

 

 

 

 

                                                                                  

 

 

５ 子ども・子育て支援納付金分の保険税率 

（１）保険税率算定に当たっての考え方 

  「子ども・子育て支援納付金（本算定）」を基に、本市における過去の収納率等から賦課

額を算出し、税率を算定した。 

  税率の算定に当たっては、必要な納付額を確保するため、県が示した標準保険料率、応能

割・応益割の比率や限度額超過世帯の割合等に留意した。 

 

（２）保険税率等の算定結果について 

納付金額に対して若干不足額が生じる可能性はあるが、国（県）から市への軽減世帯等に

対する基盤安定負担金による財政支援や基金の取り崩しによる対応により必要額確保の見通

しが立つこと、また、近隣市町等の状況や被保険者への税負担の観点から、「案１」で設定

いたしたい。 

 

【納付金額 52,480,719円】 

 

 

 

 

 

 

 
※標準保険料率は、県内統一賦課方式による市町村ごとの標準的な水準を表す数値である。 

  ※本算定の標準保険料率は、現時点で静岡県から示されていない。（2月上旬） 
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＜モデルケースによる年税額＞ 
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